
              

2023 年 3 月 1 日 

各 位 

株式会社八十二銀行 

 

 

投資信託取引におけるお届出印の廃止（押印レス化）について 

 

八十二銀行（頭取 松下 正樹）は、お客さまの利便性向上・お手続き簡素化のため、2023 年 3 月 27

日（月）から投資信託取引におけるお届出印を廃止し、押印レスでお手続きが可能になります。 

以下に概要をお知らせいたします。 

 

１．お届出印の廃止について 

（１）既に八十二銀行で投資信託口座をお持ちのお客さまのお届出印のご登録を廃止するとともに、今後

投資信託口座を開設されるお客さまのお届出印のご登録が不要となります。 

 

２．お手続きの押印レスについて 

（１）お届出印の廃止に伴い、投資信託に係る全てのお手続きが押印レスになります。 

（２）お届出印の押印に代わって、本人確認書類（※）をご提示いただきます。 

（３）既に八十二銀行で投資信託口座をお持ちのお客さまは、当面の間、お届出印の押印によるお手続き

も可能です。 

※運転免許証等の顔写真付き本人確認書類、投資信託に係るお客さま宛郵送物、お通帳、クイックカ

ード、社員証等 

 

３．実施日 

  2023 年 3 月 27 日（月） 

 

以 上 

 

 

 


